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○
 
消
費
生
活
協
同
組
合
法
 
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
号
）
 
 

（
第
一
条
関
係
）
 
 

消
費
生
活
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
新
旧
対
照
条
文
 
 

（
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
目
か
ら
施
行
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 
 



（
行
政
罰
）
 
 

第
百
条
 
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
組
合
の
理
事
若
し
く
は
監
事
又
は
清
算
人
は
 
 

こ
れ
を
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 
（
略
）
 
 

第
九
十
五
条
の
二
 
当
該
行
政
庁
は
、
第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
組
 
 

第
五
十
一
条
の
二
 
 
（
略
）
 
 

第
五
十
一
条
 
貸
付
事
業
を
行
う
組
合
 
（
職
域
に
よ
る
消
費
生
 
 

3
 
第
一
項
の
純
資
産
額
は
、
 
 

2
 
前
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
 
 

て
は
第
五
十
八
条
の
規
定
を
、
こ
れ
ら
の
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
第
三
項
の
 
 
 

認
可
に
つ
い
て
は
同
条
及
び
第
五
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

7
 
 
（
略
）
 
 

合
が
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
 
 

）
 
の
純
資
産
額
は
、
当
該
貸
付
事
業
を
適
正
 
 

な
も
の
と
し
 
 

め
た
特
に
重
要
な
事
項
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
命
令
を
 
 

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
第
四
十
三
条
第
四
項
剥
 
 

八
の
二
 
第
四
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
 
 
 

の
届
出
を
し
た
と
き
。
 
 

三
の
二
 
第
二
十
六
条
の
四
 
 

四
～
八
 
 
（
略
）
 
 

は
第
五
項
の
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
剰
余
金
等
の
積
立
）
 
 

（
貸
付
事
業
を
行
う
組
合
の
純
資
産
額
）
 
 

の
組
合
員
の
総
数
が
政
令
で
定
め
る
基
準
を
超
え
な
 
 

て
政
令
で
定
め
る
金
額
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
 
 

の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。
 
 

五
千
万
円
を
下
回
つ
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

に
実
施
す
る
た
め
必
要
か
つ
適
当
 
 

て
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
 
 

四
に
規
定
す
る
規
約
に
定
 
 

こ
ろ
に
よ
り
計
算
す
 
 

活
協
同
組
合
で
あ
 
 
 

い
も
の
を
除
く
。
 
 

第
五
十
一
条
 
（
略
）
 
 
 

第
九
十
五
条
の
二
 
当
該
行
政
庁
は
、
第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を
行
う
組
 
 
 

合
が
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
規
約
に
定
め
た
特
に
重
要
な
事
項
 
 
 

に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
命
令
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
 

、
こ
れ
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
第
四
十
三
条
第
四
項
の
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
 
 
 

が
で
き
る
。
 
 
 

（
行
政
罰
）
 
 

第
百
条
 
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
組
合
の
理
事
若
し
く
は
監
事
又
は
清
算
人
は
 
 

、
こ
れ
を
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 
（
略
）
 
 

6
 
 
（
略
）
 
 

八
の
二
 
第
四
十
三
条
第
六
項
 
 
 

の
届
出
を
し
た
と
き
。
 
 

四
～
八
 
 
（
略
）
 
 

同
条
及
び
第
五
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

（
剰
余
金
等
の
積
立
）
 
 

の
規
定
に
違
反
し
て
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
 
 

セ   





「   



（
法
人
格
）
 
 

第
四
条
 
消
費
生
活
協
同
組
合
及
び
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
 
（
以
下
 
「
組
合
 
 
 

l
 

］
日
給
称
す
る
。
）
 
は
、
法
人
と
す
る
。
 
 

（
区
域
）
 
 

第
五
条
 
組
合
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
、
こ
れ
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
 
 

第
三
条
 
（
略
）
 
 

2
 
消
費
生
活
協
同
組
合
又
は
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
で
な
い
者
は
、
そ
の
 
 
 

名
称
中
に
、
消
費
生
活
協
同
組
合
若
し
く
は
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
で
あ
 
 
 

（
最
大
奉
仕
の
原
則
）
 
 

第
九
条
 
組
合
は
、
そ
の
行
う
事
業
に
よ
つ
て
、
 
 

2
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
 
 

0   

る
こ
と
を
示
す
文
字
又
は
こ
れ
ら
と
紛
ら
わ
し
い
文
字
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
 
 

働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
は
、
 
 

府
県
を
区
域
と
し
て
同
号
の
事
業
を
実
施
す
る
 
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
消
費
 
 

都
府
県
及
び
当
該
都
府
県
に
隣
接
す
 
 

働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
 
 

き
な
い
。
た
だ
し
、
職
域
に
よ
る
消
費
生
活
協
同
組
合
で
あ
 
 

同
号
の
事
業
以
外
の
事
業
と
を
併
せ
行
う
場
合
で
あ
 
 

利
を
目
的
と
し
て
そ
の
事
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

日
章
情
の
あ
る
も
の
及
び
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
 
（
以
下
 
「
連
合
会
」
 
と
 
 

い
う
。
）
 
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

の
事
業
の
実
施
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
 
 

「
組
合
員
」
 
と
総
称
す
る
。
 
 

）
 
に
最
大
の
奉
仕
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
営
 
 
 

地
域
に
よ
る
消
費
生
活
協
同
組
合
は
、
第
十
 
 
 

る
都
府
県
を
区
域
と
し
て
、
こ
れ
を
設
立
 
 
 

生
活
協
同
組
合
が
同
号
の
事
業
と
 
 
 

れ
が
あ
る
場
合
と
し
て
厚
生
労
 
 
 

そ
の
組
合
員
及
び
会
員
 
（
以
下
 
 

こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

こ
と
が
当
該
同
号
の
事
業
以
外
 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
 
 

が
あ
る
場
合
そ
の
他
厚
生
労
 
 

っ
て
、
当
該
隣
接
す
る
都
 
 

つ
て
や
む
を
得
な
 
 

（
最
大
奉
仕
の
原
則
）
 
 

第
九
条
 
組
合
は
、
そ
の
行
う
事
業
に
よ
つ
て
、
そ
の
組
合
員
及
び
会
員
（
以
下
 
 

る
こ
と
を
示
す
文
字
又
は
こ
れ
ら
と
紛
ら
わ
し
い
こ
と
を
示
す
文
字
を
用
い
て
 
 
 

は
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

（
法
人
格
）
 
 

第
四
条
 
消
費
生
活
協
同
組
合
及
び
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
組
割
引
 
 
 

総
称
す
る
。
）
 
は
、
法
人
と
す
る
。
 
 

（
区
域
）
 
 

第
五
条
 
組
合
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
、
こ
れ
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
 
 

第
三
条
 
（
略
）
 
 

2
 
消
費
生
活
協
同
組
合
又
は
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
で
な
い
者
は
、
そ
の
 
 
 

名
称
中
に
、
消
費
生
活
協
同
組
合
若
し
く
は
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
で
あ
 
 

組
合
員
と
総
称
す
る
。
 
 

あ
る
も
の
及
び
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
 
（
以
下
連
合
会
と
い
う
。
）
 
は
、
 
 

こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

き
な
い
。
但
し
、
職
域
に
よ
り
消
費
生
活
協
同
組
合
で
止
む
を
得
な
 
 

目
的
と
し
て
そ
の
事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

）
 
に
最
大
の
奉
仕
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
営
利
を
 
 



（
事
業
の
種
類
）
 
 

第
十
条
 
組
合
は
、
困
の
l
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

一
 
（
略
）
 
 

2
 
前
項
第
四
号
の
事
業
 
（
以
下
 
 

七
 
高
齢
者
、
障
害
者
等
 
 

共
済
事
業
 
 

六
 
組
合
員
に
対
す
る
医
療
 
 

事
業
 
（
第
六
号
及
び
第
七
号
 
 

三
～
五
 
 
（
略
）
 
 

。
）
 
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
 
 

者
の
業
務
の
代
理
又
は
事
務
の
 
 

険
会
社
 
（
保
険
業
法
 
（
 
 

行
う
事
業
を
い
う
。
 
 

行
っ
て
い
る
組
合
か
ら
の
 
 

せ
る
も
の
 
 

八
 
 
（
略
）
 
 

し
、
共
済
金
を
交
付
す
る
事
業
で
あ
つ
て
、
 
 

二
 
組
合
員
の
生
活
に
有
用
な
協
同
施
設
を
設
置
し
、
組
合
員
に
利
用
さ
せ
る
 
 

金
額
が
政
令
で
定
め
 
 

し
て
組
合
員
の
 
 

る
保
険
会
社
を
い
う
。
）
 
そ
の
 
 

他
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
 
 

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
 
 

五
号
の
事
業
並
び
に
こ
 
 

の
総
額
が
政
令
で
定
め
 
 

こ
ろ
に
よ
り
、
行
政
庁
 
 

第
一
項
の
規
定
 
 

共
済
事
業
を
行
う
消
費
生
 
 

連
合
会
は
、
矧
」
嘲
の
事
業
面
．
呵
利
、
会
員
た
る
組
合
の
指
導
、
連
絡
及
び
 
 
 

（
組
合
員
か
ら
共
済
掛
金
 
 

保
護
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
 
 

に
か
か
わ
ら
ず
 
 

る
基
準
を
超
え
る
も
の
 
 

平
成
七
年
法
律
第
 
 

れ
ら
に
附
帯
す
 
 

る
基
準
を
超
え
る
も
 
 

の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
 
 

委
託
契
約
に
基
づ
き
 
 

の
福
祉
に
関
す
る
事
業
 
 

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
 
 

に
関
す
る
事
業
 
 

括
協
同
組
合
で
あ
 
 

の
事
業
を
除
く
。
）
 
 

「
共
済
を
図
る
事
業
」
 
 

）
 
を
行
う
組
合
は
、
 
 

共
済
事
業
、
受
託
共
 
 

の
支
払
を
受
け
、
 
 

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
 
 

）
 
又
は
受
託
共
済
事
業
 
 

労
働
大
臣
が
指
定
す
る
 
 

る
事
業
並
び
 
 

百
五
号
）
 
第
一
 
 

共
済
金
額
そ
の
他
の
事
項
に
照
ら
 
 

又
は
共
済
事
業
を
行
 
 

の
若
し
く
は
そ
の
 
 

共
済
事
業
の
一
部
を
受
託
し
て
 
 

つ
て
そ
の
収
受
す
 
 

で
あ
つ
て
組
合
員
に
利
用
さ
 
 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
 
 

に
前
項
の
事
 
 

こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

共
済
事
故
の
発
生
に
関
 
 

と
い
う
。
）
 
の
う
ち
、
 
 

組
合
員
の
た
め
に
、
 
 

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
 
 

一
条
第
二
項
に
規
定
す
 
 

済
事
業
及
び
同
項
第
 
 

交
付
す
る
共
済
 
 

こ
れ
に
準
ず
る
 
 

（
共
済
事
業
を
 
 

う
連
合
会
は
 
 

る
共
済
掛
金
 
 

に
限
る
 
 

（
事
業
の
種
類
）
 
 

第
十
条
 
組
合
は
、
封
叫
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

一
 
（
略
）
 
 

引
 
連
合
会
は
、
副
嘲
の
事
業
の
外
、
会
員
た
る
組
合
の
指
導
、
連
絡
及
び
調
整
 
 
 

二
 
組
合
員
の
生
活
に
有
用
な
協
同
施
設
を
な
し
、
組
合
員
に
利
用
せ
し
め
る
 
 
 

事
業
 
 

三
～
五
 
 
（
略
）
 
 

六
 
 
（
略
）
 
 



（
事
業
の
利
用
）
 
 

第
十
二
条
 
（
略
）
 
 

2
 
定
款
に
特
に
封
呵
叫
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
組
合
員
と
同
一
の
世
帯
に
属
 
 
 

す
る
者
は
、
組
合
の
事
業
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
組
合
員
と
み
な
す
。
 
 

3
 
組
合
は
、
組
合
員
以
外
の
者
に
そ
の
事
業
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
 
 

4
 
組
合
は
、
前
項
本
文
 
 

。 

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
 
 

業
年
度
に
お
け
る
組
合
 
 

場
合
の
ほ
か
、
 
 

到
 
組
合
が
所
有
す
る
体
育
施
設
そ
 
 

三
 
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
 
 

調
整
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

き
、
同
条
第
一
項
第
一
 
 

二
 
震
災
、
 
 

に
掲
げ
る
場
合
に
 
 

施
設
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
 
 

引
矧
剖
 
 

働
省
令
で
定
め
る
事
業
を
利
用
さ
せ
 
 

業
を
利
用
さ
せ
る
 
 

給
が
不
足
す
る
地
域
で
当
該
物
品
を
 
 

責
任
共
済
 
 

法
律
第
九
十
七
号
）
 
第
五
条
に
 
 

そ
の
組
合
員
が
組
合
を
脱
退
し
 
 

下
 
「
責
任
共
済
」
 
と
い
う
。
）
 
 

る
と
き
そ
の
他
の
緊
急
時
に
お
い
て
、
 
 

に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
一
 
 

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
 
 

特
定
の
物
品
を
供
給
す
る
事
業
で
あ
つ
て
、
 
 

組
合
が
そ
の
組
合
員
と
の
間
で
自
 
 

風
水
害
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
 
 

の
契
約
を
継
続
す
る
こ
と
に
 
 

組
合
員
以
外
の
者
に
そ
の
事
業
 
 

限
る
。
）
 
を
利
用
さ
せ
る
 
 

こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
も
の
と
し
 
 

員
以
外
の
者
の
同
条
第
一
 
 

号
か
ら
第
五
号
ま
で
 
 

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
 
 

委
託
を
受
け
て
行
う
事
業
を
利
用
さ
せ
 
 

般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
 
 

た
場
合
そ
の
他
組
合
員
以
外
の
者
と
の
間
で
 
 

の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
 
 

当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 
 

の
他
の
施
設
で
あ
つ
て
、
組
合
員
の
利
用
 
 

動
車
損
害
賠
償
保
障
 
 

供
給
す
る
場
合
 
 

る
施
設
に
該
当
す
る
も
の
を
利
用
さ
せ
 
 

る
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
 
（
以
 
 

つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
と
し
 
 

一
時
的
に
生
活
に
必
要
な
物
品
の
供
 
 

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
一
事
 
 

の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
次
の
各
号
 
 

（
第
十
条
第
二
項
の
事
業
を
除
 
 

組
合
員
以
外
の
者
に
そ
の
事
 
 

項
各
号
の
事
業
 
（
第
三
号
に
 
 

同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
 
 

又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
 
 

法
 
（
昭
和
三
十
年
 
 

て
厚
生
労
 
 

る
場
合
 
 

（
事
業
の
利
用
）
 
 

第
十
二
条
 
（
略
）
 
 

2
 
定
款
に
特
に
劇
画
あ
る
場
合
を
固
く
l
州
、
組
合
員
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
 
 
 

者
は
、
組
合
の
事
業
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
組
合
員
と
み
な
す
。
 
 

3
 
組
合
は
、
組
合
員
以
外
の
者
に
そ
の
事
業
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
 
 

。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
 
 

政
庁
の
許
可
を
得
た
場
合
は
、
 
 

に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

定
め
る
正
当
な
理
由
が
あ
 
 

こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 
 

る
場
合
又
は
当
該
行
 
 



引
 
■
印
画
面
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
物
品
の
供
 
 

5
■
 
何
語
は
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
許
可
の
申
請
が
あ
 
 

業
 
（
第
三
号
に
お
い
て
同
項
第
二
号
の
事
業
に
 
 

定
め
る
事
業
）
 
 

事
業
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
 
 

合
に
対
し
、
次
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

額
 
（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
業
を
利
用
 
 

く
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
第
l
 
 

可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

い
て
、
組
合
が
そ
の
組
合
員
以
外
の
者
に
物
品
の
供
給
事
業
（
物
品
を
加
工
し
 
 

、
又
は
修
理
す
る
事
業
を
含
む
。
次
l
現
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
さ
せ
る
こ
 
 

と
に
よ
つ
て
中
小
小
売
商
の
事
業
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
利
益
を
著
し
 
 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
割
合
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
 
 

同
条
第
一
項
各
号
の
事
業
 
（
第
三
号
に
お
い
て
同
項
第
一
 
 

三
 
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
 
 

お
い
て
同
項
第
二
号
の
事
業
に
属
す
る
事
業
を
厚
生
 
 

で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
厚
生
労
働
 
 

に
あ
つ
て
は
、
 
 

二
 
離
島
そ
の
他
交
通
不
便
の
地
域
に
お
 
 

の
利
用
分
量
の
総
額
を
除
く
。
）
 
 

一
 
第
三
項
た
だ
 
 

定
め
る
も
の
に
第
十
条
第
一
項
第
一
 
 

事
業
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
 
 

さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
事
業
 
 

行
政
庁
の
許
可
を
得
た
場
合
 
 

供
給
に
支
障
が
生
じ
 
 

て
行
政
庁
の
許
可
を
得
た
場
合
 
 

の
供
給
事
業
を
利
用
 
 

職
域
に
よ
る
組
合
が
、
 
 

ご
と
の
利
用
分
量
の
総
額
に
対
す
る
割
合
は
、
 
 

当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
）
 
 

し
書
又
は
第
四
項
 
 

さ
せ
る
場
合
を
除
き
 
 

て
い
る
場
合
に
当
該
物
品
を
供
給
す
る
場
合
で
あ
つ
て
 
 

当
該
職
域
に
係
る
看
で
あ
つ
 
 

の
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
組
合
員
の
当
該
 
 

の
規
定
に
よ
り
組
合
員
以
外
 
 

号
の
事
業
を
利
用
さ
せ
る
場
合
 
 

組
合
員
以
外
の
者
に
そ
の
事
業
を
利
用
 
 
 

い
て
生
活
に
必
要
な
物
品
の
円
滑
な
 
 

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
 
 
 

組
合
員
以
外
 
 

省
令
で
定
め
る
事
業
）
ご
と
に
 
 

属
す
る
事
業
を
厚
生
労
働
省
令
 
 

り
利
用
さ
せ
る
場
合
で
あ
つ
 
 

労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
 
 

ご
と
の
利
用
分
量
の
総
 
 

当
該
厚
生
労
働
省
令
で
 
 

す
る
組
合
員
以
外
の
者
 
 

l
号
の
事
業
に
属
す
る
 
 

一
号
又
は
第
三
号
の
許
 
 

て
厚
生
労
働
省
令
で
 
 

の
者
に
は
当
該
事
業
 
 

給
事
業
を
行
う
組
 
 

同
項
各
号
の
事
 
 

っ
た
場
合
に
お
 
 

の
者
に
物
品
 
 4

 
当
該
行
政
庁
は
、
 
 

5
 
当
該
行
政
庁
は
、
 
 

合
が
そ
の
組
合
員
以
外
の
者
に
物
品
の
供
給
事
業
（
物
品
を
加
工
し
、
又
は
修
 
 

受
け
て
い
な
い
組
合
に
対
し
、
 
 

で
き
る
。
 
 

理
す
る
事
業
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
 
 

よ
つ
て
中
小
小
売
商
の
事
業
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
利
益
を
著
し
く
害
 
 

一
組
合
風
以
外
の
者
に
は
物
品
の
供
給
事
業
を
利
用
 
 

供
給
事
業
を
行
う
場
所
に
明
示
す
る
こ
と
。
 
 

前
項
但
書
の
許
可
の
申
請
が
あ
 
 

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
項
但
書
の
許
可
を
 
 

次
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
 
 

）
 
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
 
 

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
組
 
 

さ
せ
な
い
旨
を
物
品
の
 
 

㌻
 
 
 

¶
 
木
 
 



第
十
二
条
の
二
 
共
済
事
業
を
行
う
組
合
は
、
 
 

2
 
前
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
 
 

3
 
 

。
）
 
並
び
に
そ
の
役
員
及
び
使
用
人
が
 
 

使
用
人
並
び
に
当
該
共
済
事
業
を
行
う
組
合
の
 
 

締
結
の
代
理
又
は
媒
介
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
 
 

者
以
外
の
者
に
対
し
て
、
そ
の
組
合
の
た
め
に
 
 

済
契
約
の
募
集
に
つ
い
て
、
同
法
第
一
 
 

受
け
て
、
当
該
組
合
の
た
め
に
共
済
契
約
の
 
 

保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
少
な
い
場
合
と
し
 
 

け
取
る
べ
き
者
そ
の
他
の
関
係
者
 
 

集
を
行
 
 

び
こ
れ
に
類
す
る
共
済
契
約
で
あ
つ
 
 

使
用
人
を
含
む
。
）
 
 

第
二
百
九
十
五
条
の
規
定
は
共
済
代
理
店
に
つ
 
 

を
行
う
組
合
の
共
済
代
理
店
並
び
に
そ
の
役
員
 
 

に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
他
の
 
 

は
共
済
事
業
を
行
 
 

で
あ
つ
て
、
当
該
組
合
の
役
員
又
は
使
用
人
で
な
 
 

又
は
媒
介
の
業
務
を
委
託
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

百
七
条
第
一
項
 
 

の
代
理
又
は
媒
介
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
 
 

二
 
第
三
項
た
だ
し
書
又
は
第
四
項
 
 

（
共
済
契
約
）
 
 

を
利
用
さ
せ
な
い
旨
を
、
 
0
 
 

保
険
業
法
第
二
百
八
十
三
条
の
 
 

の
供
給
事
業
を
利
用
さ
せ
る
場
合
を
除
き
、
組
合
員
で
あ
る
こ
と
が
不
明
り
 
 

よ
う
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
組
合
員
で
あ
る
旨
を
示
す
証
明
書
を
提
示
し
な
 
 

け
れ
ば
、
物
品
の
供
給
事
業
を
利
用
さ
せ
な
い
こ
と
。
 
 

う
共
済
事
業
を
行
う
組
合
の
役
員
及
 
 

（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
 
 

う
組
合
及
び
そ
の
共
済
代
理
店
 
 

に
つ
い
て
、
同
法
第
三
百
五
条
、
 
 

物
品
の
供
給
事
業
を
行
う
場
所
に
明
示
す
る
こ
と
 
 

規
定
は
共
済
事
業
を
行
う
 
 

法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
済
契
約
の
 
 

共
済
契
約
者
、
被
共
済
者
、
 
 

（
以
下
 
「
共
済
契
約
者
等
」
 
 

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
 
 

の
規
定
に
よ
り
組
合
員
以
外
 
 

百
九
十
四
条
の
規
定
は
共
済
契
約
 
 

こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

他
の
組
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
 
 
 

締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
者
 
 
 

び
使
用
人
並
び
に
当
該
共
済
事
業
 
 
 

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
 
 

共
済
代
理
店
 
（
組
合
の
委
託
を
 
 

た
だ
し
、
責
任
共
済
の
契
約
及
 
 

行
う
共
済
契
約
の
締
結
の
代
理
 
 

及
び
使
用
人
に
つ
い
て
、
同
法
 
 
 

い
て
、
同
法
第
三
百
条
の
規
定
 
 

）
 
の
規
定
は
共
済
代
理
店
に
 
 

共
済
事
業
を
行
う
組
合
の
共
 
 

い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
 
 

（
こ
れ
ら
の
者
の
役
員
及
び
 
 

第
三
百
六
条
及
び
第
三
 
 

組
合
の
役
員
及
び
 
 

と
い
う
。
）
 
の
 
 

共
済
金
額
を
受
 
 

の
者
に
物
品
 
 

の
締
結
 
 

二
 
組
合
員
で
あ
る
 
 

る
旨
を
示
す
証
明
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
、
物
品
の
供
給
事
業
を
利
用
さ
せ
 
 

な
い
こ
と
。
 
 
 

こ
と
が
不
明
り
よ
う
で
あ
る
者
に
対
し
 
 
て
は
組
合
員
で
あ
 
 



条
第
二
項
各
号
、
第
百
八
十
七
 
 

第
二
十
六
条
の
三
第
一
 
 

株
会
社
等
」
 
と
い
う
。
）
 
 

期
保
険
持
株
会
社
 
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
百
一
条
の
二
に
お
い
て
 
 

会
社
等
又
は
外
国
保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
す
 
 

定
関
係
者
及
び
第
百
九
十
四
条
に
規
定
す
る
特
殊
関
係
者
の
う
ち
、
 
 

中
 
「
内
閣
府
令
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
厚
生
労
働
省
令
」
 
と
、
 
 

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
 
 

七
条
第
一
項
中
 
「
内
閣
総
理
大
臣
」
 
 

中
 
「
特
定
関
係
者
 
 

合
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
」
 
 

項
中
 
「
次
条
に
規
定
す
る
特
定
保
険
契
約
」
 
と
あ
る
の
は
 
 

す
る
同
法
第
三
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
 
 

十
六
条
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
」
 
 

及
び
外
国
保
険
会
社
等
を
除
く
。
）
 
 

び
に
第
三
百
九
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
、
第
三
項
、
 
 

約
の
申
込
み
を
し
た
者
又
は
共
済
契
約
者
が
行
う
共
済
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
 
 

三
百
六
条
中
 
「
内
閣
総
理
大
臣
」
 
と
あ
る
の
は
 
 

四
条
第
三
号
、
第
二
百
九
十
五
条
、
 
 

で
定
め
る
。
 
 

二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
」
 
と
あ
る
の
は
 
 

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
 
 

二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
 
 

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
 
 

又
は
解
除
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
百
十
一
条
の
規
定
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
 
 
 

つ
い
て
、
同
法
第
三
百
九
条
の
規
定
は
共
済
事
業
を
行
う
組
合
に
対
し
共
済
契
 
 

）
 
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
子
会
社
等
 
 

」
 
と
、
「
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
 
 

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
 
 

（
第
百
条
の
三
 
（
第
二
百
七
十
二
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
 
 
 

項
に
規
定
す
る
規
約
」
 
と
、
 
 

当
該
保
険
持
株
会
社
等
の
子
会
社
 
 

第
三
百
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
に
規
定
す
る
特
 
 
 

条
第
三
項
各
号
又
は
第
二
百
七
十
二
条
の
二
第
 
 

第
三
百
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
九
号
並
 
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
行
政
庁
」
 
と
、
「
次
の
各
 
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
二
百
九
十
 
 

（
消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
五
十
三
条
の
 
 
 

第
二
百
七
十
六
条
若
し
く
は
第
二
百
八
 
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
第
三
号
に
該
当
す
る
と
 
 

に
保
険
業
を
行
う
者
以
外
の
者
を
い
 
 

「
定
款
又
は
消
費
生
活
協
同
組
合
法
 
 

部
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
共
済
契
約
の
 
 
 

）
 
」
 
と
、
同
条
第
二
項
中
 
「
第
四
 
 

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
 
 
 

る
保
険
持
株
会
社
及
び
少
額
短
 
 

「
行
政
庁
」
 
と
、
同
法
第
三
百
 
 

質
問
又
は
検
査
を
す
る
職
員
 
 

同
法
第
三
百
五
条
及
び
第
 
 

第
五
項
及
び
第
六
項
 
 

同
法
第
三
百
条
第
一
 
 

「
消
費
生
活
協
同
組
 
 
 

と
、
同
項
第
八
号
 
 

（
保
険
会
社
等
 
 

当
該
保
険
 
 

〕
冗
b
 
 
 



第
十
二
条
の
三
 
共
済
事
業
を
行
う
組
合
は
、
 
 

2
 
金
融
商
品
取
引
法
第
三
章
第
一
 
 

」
 
と
、
こ
れ
ら
の
規
定
 
 

合
が
行
う
特
定
共
済
契
約
の
締
結
に
 
 

条
第
二
号
及
び
第
二
号
、
 
 

第
六
号
並
び
に
第
三
項
、
 
 

章
第
二
節
第
一
款
 
 

第
八
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
四
条
の
 
 

結
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
利
用
者
の
取
得
す
る
 
 

法
第
三
十
四
条
の
規
定
を
除
く
 
 

中
 
「
内
閣
府
令
」
 
 

第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
七
条
の
二
、
 
 

い
て
同
じ
。
）
 
の
締
結
の
代
理
又
 
 

。
 
 

利
用
者
の
支
払
う
こ
と
と
な
る
共
済
掛
金
 
 

十
五
条
 
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
 
 

及
び
第
五
項
、
第
四
十
条
の
一
 
 

が
あ
る
共
済
契
約
と
し
 
 

価
格
、
金
融
商
品
取
引
法
 
 

行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
 
 

四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
 
 

に
規
定
す
る
共
済
金
等
の
合
計
額
を
上
回
る
 
 

に
よ
り
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
 
 

「
特
定
共
済
契
約
の
締
結
」
 
 

（
特
定
共
済
契
約
）
 
 

又
は
顧
客
の
 
 

こ
れ
ら
の
規
定
中
 
「
金
融
商
品
取
引
契
約
」
 
 

「
消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
十
一
 
 

と
、
同
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
 
 

「
金
融
商
品
取
引
業
」
 
と
あ
る
の
は
 
 

た
め
に
金
融
商
品
取
引
行
為
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
厚
生
労
働
省
令
」
 
と
、
 
 

（
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
 
 

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
 
 

（
同
法
第
三
十
九
条
第
三
項
本
文
 
 

第
三
十
八
条
の
二
、
 
 

第
三
十
七
条
の
五
、
 
 

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
 
第
一
 
 

）
 
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
」
 
と
あ
る
の
 
 
 

と
、
同
法
第
三
十
四
条
中
 
 

一
並
び
に
第
四
十
条
の
三
を
除
く
。
 
 

。
）
 
中
 
「
金
融
商
品
取
引
行
為
」
 
と
あ
る
の
は
 
 

（
当
該
共
済
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
 
 
 

節
第
五
款
 
 

は
媒
介
を
共
済
代
理
店
に
委
託
し
て
は
な
ら
 
 

一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
 
 
 

三
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
同
 
 

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
 
 

第
三
十
七
条
の
三
第
一
 
 

項
中
 
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
 
と
あ
る
の
 
 
 

）
 
の
規
定
は
、
共
済
事
業
を
行
う
組
 
 

の
合
計
額
が
、
当
該
共
済
契
約
が
締
 
 
 

特
定
共
済
契
約
 
（
金
利
、
通
貨
の
 
 

こ
と
と
な
る
お
そ
れ
を
い
う
。
）
 
 

「
特
定
共
済
契
約
の
締
結
の
事
業
 
 

（
第
三
十
四
条
の
二
第
六
項
か
ら
 
 

（
第
二
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
 
 

第
三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
 
 

第
三
十
七
条
の
六
、
第
三
十
八
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
特
定
共
済
契
約
 
 

こ
と
と
な
る
第
五
十
条
の
五
 
 

の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
 
 

「
顧
客
を
相
手
方
と
し
 
 

こ
れ
ら
の
規
定
 
（
同
 
 

の
規
定
を
除
く
。
）
 
 

項
第
二
号
及
び
 
 

第
三
十
七
条
 
 

）
 
及
び
第
四
 
 

次
項
に
お
 
 

一
条
第
十
 
 



契
約
の
締
結
」
 
と
、
同
条
第
三
項
中
 
 

出 

可 

計山矧間 

か 

ゴ 
該 
共 
済 

金等の 

合計額 

を 

控 
除  

金
の
合
計
額
が
 
 

定
め
る
も
の
」
 
 

約
」
 
と
、
同
項
第
二
号
中
「
追
加
す
る
た
め
」
 
 

矧 
廊 
証 

券 
等 
」 

と 

あ 
る 
の 

は 
「 

特 
定 
共 

済 
契  

共
済
金
等
を
い
う
。
 
 

行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
 
 

を
す
る
者
の
計
算
に
お
い
て
、
 
 

受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
特
定
共
済
契
約
」
 
と
、
「
顧
客
 
 

中
 
「
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
 
 

め
、
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
追
加
す
る
た
め
、
 
 

と
、
同
項
第
一
 
 

め
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
補
足
す
る
た
め
、
 
 

う
。
）
 
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
特
定
共
済
契
約
の
締
結
」
 
 

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
 

約
の
契
約
条
項
の
う
ち
重
要
な
事
項
」
 
 

し
た
金
額
を
い
う
。
 
 

は
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
 
 

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
 

て
同
じ
。
）
 
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
利
用
者
」
 
と
、
 
 

に
お
い
て
準
用
す
る
保
険
業
法
第
三
百
条
第
一
 
 

は
 
「
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
十
一
 
 

二
号
中
 
「
第
三
十
七
条
の
一
 
 

の
取
得
す
る
共
済
金
等
 
（
消
費
生
活
協
同
 
 

て
い
る
買
戻
条
件
付
売
買
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
 
 

（
当
該
特
定
共
済
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
に
 
 

当
該
特
定
共
済
契
約
に
よ
ら
な
い
で
」
 
 

同
条
第
二
項
中
 
「
有
価
証
券
売
買
取
引
等
」
 
 

一
号
及
び
第
三
号
中
 
 

当
該
特
定
共
済
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
原
因
と
な
る
も
の
」
 
と
、
 
 

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
 
 

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
 
 

当
該
信
託
を
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
 
 

一
か
ら
第
三
十
七
条
の
六
ま
で
、
 
 

以
下
同
じ
。
）
 
 

有
価
証
券
の
売
買
又
は
デ
リ
パ
テ
ィ
プ
取
引
を
 
 

「
有
価
証
券
売
買
取
引
等
」
 
 

「
原
因
と
な
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
 
 

当
該
特
定
共
済
契
約
に
よ
ら
な
い
で
」
 
 

と
、
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
 
 

（
買
戻
価
格
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
 
 
 

当
該
特
定
共
済
契
約
に
よ
ら
な
い
で
 
 

と
、
同
項
第
三
号
中
 
「
追
加
す
る
た
 
 

組
合
法
第
五
十
条
の
五
に
規
定
す
る
 
 

が
、
信
託
契
約
に
基
づ
い
て
信
託
 
 

る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
 
 

「
有
価
証
券
等
」
 
と
い
う
。
）
 
」
 
 

「
有
価
証
券
売
買
取
引
等
」
 
と
い
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
追
加
す
る
た
め
 
 

よ
り
利
用
者
の
支
払
う
共
済
掛
 
 

項
第
一
号
に
規
定
す
る
共
済
契
 
 

「
損
失
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
損
失
 
 

（
信
託
会
社
等
 
（
信
託
会
社
又
 
 

る
取
引
を
除
く
。
）
 
又
は
デ
 
 

）
 
」
 
と
、
「
補
足
す
る
た
 
 

）
 
の
合
計
額
を
上
回
る
場
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
特
定
共
済
 
 

と
、
「
有
価
証
券
又
は
デ
 
 

同
法
第
四
十
五
条
第
 
 

第
四
十
条
の
t
一
第
 
 

一
条
の
二
第
三
項
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
 
 

当
該
利
用
者
 
 

丁
 
 
 



（
組
合
員
の
資
格
）
 
 

第
十
四
条
 
消
費
生
活
協
同
組
合
の
組
合
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
列
国
掲
 
 
 

げ
る
者
で
定
款
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
l
瑠
U
、
法
人
は
、
組
合
員
と
な
る
 
 
 

こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 

一
一
一
 
（
略
）
 
 

2
 
地
域
に
よ
る
消
費
生
活
協
同
組
合
に
あ
つ
て
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
 
 
 

よ
り
、
前
項
第
〓
号
に
掲
げ
る
者
叫
嘲
羽
、
そ
の
区
域
内
に
勤
務
地
を
有
す
る
 
 
 

者
で
そ
の
組
合
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
も
の
を
組
合
員
と
す
 
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
職
域
に
よ
る
消
費
生
活
協
同
組
合
に
あ
つ
て
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
 
 

第
十
三
条
 
共
済
を
図
る
事
業
の
う
ち
、
 
 

貸
し
付
け
る
事
業
（
以
下
「
貸
付
事
業
」
と
い
う
。
）
 
を
行
う
組
合
は
、
こ
の
 
 

法
律
及
び
他
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
 
 

ろ
に
よ
り
、
当
該
貸
付
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
資
金
の
貸
付
け
を
受
 
 

け
る
組
合
員
の
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
 
 

省
令
で
定
め
る
も
の
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

よ
り
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
そ
の
 
 

組
合
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
も
の
を
組
合
員
と
す
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
。
 
 

号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
限
り
、
 
 

三
項
を
除
く
。
）
 
及
び
第
三
十
七
条
の
四
」
 
 

四
項
及
び
第
四
十
三
条
の
四
」
 
 

で
定
め
る
学
校
を
職
域
と
す
る
も
の
 
 

二
 
当
該
職
域
内
に
勤
務
し
て
い
た
者
 
 

（
貸
付
事
業
の
運
営
に
関
す
る
措
置
）
 
 

職
域
に
よ
る
消
費
生
活
協
 
 

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
 
 

そ
の
付
近
に
住
所
 
 を
有
す
る
者
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
第
三
十
七
条
の
三
 
（
第
一
項
各
 
 
 

に
あ
つ
て
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
 
 

組
合
員
に
対
し
生
活
に
必
要
な
資
金
を
 
 

う
ち
、
大
学
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
 
 

同
項
第
二
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
 
 

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
 
 

（
組
合
員
の
資
格
）
 
 

第
十
四
条
 
消
費
生
活
協
同
組
合
の
組
合
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
封
吋
掲
 
 
 

げ
る
者
で
定
款
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
側
u
、
法
人
は
、
組
合
員
と
な
る
こ
 
 
 

と
が
で
き
な
い
。
 
 

一
 
二
 
 
（
略
）
 
 

2
 
地
域
に
よ
る
消
費
生
活
協
同
組
合
に
あ
つ
て
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
 
 
 

よ
り
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
叫
州
、
そ
の
区
域
内
に
勤
務
地
を
有
す
る
者
 
 
 

で
そ
の
組
合
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
も
の
を
組
合
員
と
す
る
 
 
 

こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
職
域
に
よ
る
消
費
生
活
協
同
組
合
に
あ
つ
て
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
 
 

第
十
三
条
 
第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
の
う
ち
、
 
 

要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
事
業
（
以
下
「
貸
付
事
業
」
と
い
う
。
）
 
を
行
う
組
 
 

合
は
、
こ
の
法
律
及
び
他
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
 
 

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貸
付
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
資
金
の
 
 

貸
付
け
を
受
け
る
組
合
員
の
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
で
あ
つ
 
 

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

よ
り
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
外
、
そ
の
附
近
に
住
所
を
有
す
る
看
で
 
 

そ
の
組
合
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
も
の
を
組
合
員
と
す
る
こ
 
 

と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
貸
付
事
業
の
運
営
に
関
す
る
措
置
）
 
 

組
合
員
に
対
し
生
活
に
必
 
 



（
加
入
の
自
由
）
 
 

第
十
五
条
 
（
略
）
 
 

2
 
組
合
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
が
組
合
に
加
入
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
組
 
 
 

合
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
そ
の
加
入
を
拒
み
、
又
は
そ
の
加
入
に
つ
 
 

（
出
資
）
 
 

第
十
六
条
 
（
略
）
 
 

2
 
組
合
員
の
出
資
 
 

生
を
組
合
員
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

引
 
連
合
会
の
会
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
l
吋
掲
げ
る
者
で
定
款
で
定
め
 
 
 

る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
 
（
略
）
 
 
 

二
 
他
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
協
同
組
織
体
で
、
第
二
条
第
一
項
各
号
に
 
 
 

掲
げ
る
要
件
を
備
え
、
射
d
、
組
合
の
行
う
事
業
と
同
種
の
事
業
を
行
う
こ
 
 

と
を
目
的
と
す
る
も
の
 
 

担
で
き
る
程
度
と
し
、
か
つ
、
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
一
組
合
員
の
有
す
る
こ
と
の
で
き
る
出
資
口
数
は
、
組
合
員
の
総
出
資
口
数
 
 

4
 
組
合
員
は
、
出
資
金
額
の
叫
判
別
に
つ
い
て
相
殺
を
も
つ
て
組
合
に
対
抗
す
 
 
 

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 

5
 
 
（
略
）
 
 

（
議
決
権
及
び
選
挙
権
）
 
 

連
合
会
の
会
員
に
あ
つ
て
は
、
 
 

第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

よ
り
、
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
 
 

き
現
在
の
組
合
員
が
加
入
の
際
に
付
さ
れ
た
よ
 
 

の
四
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

口
の
金
額
は
、
組
合
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
が
通
常
負
 
 

び
第
七
号
の
事
業
の
う
ち
い
 
 

こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

た
だ
し
、
第
十
条
第
一
 
 

り
も
困
難
な
条
件
を
付
し
て
は
 
 

ず
れ
か
の
事
業
を
行
う
 
 

ほ
か
、
当
該
学
校
の
学
 
 

項
第
二
号
か
ら
 
 4

1
 
連
合
会
の
会
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
左
に
掲
げ
る
看
で
定
款
で
定
め
 
 
 

る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
 
（
略
）
 
 
 

二
 
他
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
協
同
組
織
体
で
、
第
二
条
第
一
項
各
号
に
 
 
 

掲
げ
る
要
件
を
備
え
、
彗
、
組
合
の
行
う
事
業
と
同
種
の
事
業
を
行
う
こ
 
 

と
を
目
的
と
す
る
も
の
 
 
 

（
加
入
の
自
由
）
 
 

第
十
五
条
 
（
略
）
 
 

2
 
組
合
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
が
組
合
に
加
入
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
組
 
 
 

合
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
そ
の
加
入
を
拒
み
、
又
は
そ
の
加
入
に
つ
 
 

（
出
資
）
 
 

第
十
六
条
 
（
略
）
 
 

2
 
組
合
員
の
出
資
一
 
 

3
 
 

4
 
 な

ら
な
い
。
 
 

資
口
数
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
 
 

担
で
き
る
程
度
と
し
、
且
d
、
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
組
合
員
の
有
す
る
こ
と
の
で
き
る
出
資
口
数
叫
帆
風
は
、
組
合
員
の
総
出
 
 
 

き
現
在
の
組
合
員
が
加
入
の
際
に
附
さ
れ
た
よ
 
 

会
員
の
総
出
資
口
数
の
二
分
の
 
 

ま
で
の
事
業
の
う
ち
 
 

れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

組
合
員
は
、
出
資
金
額
の
叫
凶
に
つ
い
て
相
殺
を
も
つ
て
組
合
に
対
抗
す
る
 
 

こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 
 

（
略
）
 
 

（
議
決
権
及
び
選
挙
権
）
 
 

い
ず
れ
か
の
事
業
を
行
う
連
 
 

口
の
金
額
は
、
組
合
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
が
通
常
負
 
 

一
を
超
え
な
い
範
囲
）
 
 

（
第
十
条
第
一
項
第
一
 
 

り
も
困
難
な
条
件
を
附
し
て
は
 
 

合
会
の
会
員
に
あ
つ
て
は
、
 
 

に
お
い
て
、
定
款
で
こ
 
 

号
か
ら
第
四
号
 
 

1「   



（
自
由
脱
退
）
 
 

第
十
九
条
 
組
合
員
は
、
九
十
日
前
ま
で
に
予
告
し
、
事
業
年
度
射
出
こ
l
お
い
て
脱
 
 
 

退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
前
項
の
予
告
期
間
は
、
定
款
で
こ
れ
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
l
閏
u
 
 

（
過
怠
金
）
 
 

第
十
八
条
 
組
合
は
、
組
合
員
が
出
資
の
払
込
み
を
怠
つ
た
と
き
は
、
定
款
の
定
 
 
 

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
て
過
怠
金
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
法
定
脱
退
）
 
 

第
二
十
条
 
組
合
員
は
、
困
叫
事
由
に
可
召
脱
退
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 
（
略
）
 
 

第
十
七
条
 
 
（
略
）
 
 

二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
 
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
 
 
 

る
。
 
 

4
～
6
 
 
 
（
略
）
 
 

t
一
項
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
通
知
の
あ
つ
た
事
項
に
つ
き
書
面
又
は
代
理
 
 
 

人
を
も
つ
て
、
議
決
権
又
は
選
挙
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
組
合
 
 
 

員
又
は
組
合
員
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
な
け
れ
ば
代
理
人
と
な
る
こ
と
 
 
 

が
で
き
な
い
。
 
 

3
 
組
合
員
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
を
 
 
 

も
つ
て
す
る
議
決
権
又
は
選
挙
権
の
行
使
に
代
え
て
、
議
決
権
又
は
選
挙
権
を
 
 
 

電
磁
的
方
法
 
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
 
 
 

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
l
 
 

2
 
除
名
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
組
合
員
に
つ
き
、
 
 

2
 
組
合
員
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
 
 

決
に
よ
つ
て
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
組
合
は
、
 
 

そ
の
総
会
の
会
目
か
ら
五
日
前
ま
で
に
、
そ
の
組
合
員
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
 
 

そ
の
期
間
は
、
一
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

総
会
の
議
 
 

（
過
怠
金
）
 
 

第
十
八
条
 
組
合
は
、
組
合
員
が
出
資
の
瑚
園
を
怠
っ
た
と
き
は
、
定
款
の
定
め
 
 
 

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
て
過
怠
金
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
自
由
脱
退
）
 
 

第
十
九
条
 
組
合
員
は
、
九
十
日
前
ま
で
に
予
告
し
、
事
業
年
度
の
終
に
お
い
て
 
 
 

脱
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
前
項
の
予
告
期
間
は
、
定
款
で
こ
れ
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
l
し
l
、
 
 

（
法
定
脱
退
）
 
 

第
二
十
条
 
組
合
員
は
、
司
叫
事
由
に
笥
脱
退
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 
（
略
）
 
 

2
 
除
名
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
組
合
員
に
つ
き
、
 
 

第
十
七
条
 
（
略
）
 
 

4
～
6
 
 
 

（
略
）
 
 

決
権
又
は
選
挙
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
組
合
員
又
は
組
合
員
と
 
 
 

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
な
け
れ
ば
代
理
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 
 

3
 
組
合
員
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
を
 
 
 

も
つ
て
す
る
議
決
権
文
は
選
挙
権
の
行
使
に
代
え
て
、
議
決
権
又
は
選
挙
権
を
 
 
 

電
磁
的
方
法
 
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
 
 

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
釧
 
 
 

¶
同
じ
。
）
 
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
組
合
員
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
 
 

そ
の
期
間
は
、
一
箇
年
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

つ
て
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
組
合
は
、
そ
の
総
会
 
 

の
会
日
か
ら
五
日
前
ま
で
に
、
そ
の
組
合
員
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
し
、
且
つ
l
 
 
 

あ
ら
か
じ
め
通
知
 
 の
あ
つ
た
事
項
に
つ
き
書
面
又
は
代
理
人
を
も
つ
て
、
議
 
 

総
会
の
議
決
に
よ
 
 



（
払
戻
請
求
権
）
 
 

第
二
十
一
条
 
脱
退
し
た
組
合
員
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
払
 
 
 

込
済
出
資
額
の
全
部
又
は
一
部
の
糾
粛
u
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
脱
退
組
合
員
の
払
込
義
務
）
 
 

第
二
十
二
条
 
事
業
年
度
末
に
お
い
て
、
 
 

第
二
十
五
条
の
二
 
組
合
は
、
 
 

（
払
戻
し
の
停
止
）
 
 

第
二
十
四
条
 
脱
退
し
た
組
合
員
が
組
合
に
対
す
る
債
務
を
完
済
す
る
ま
で
は
、
 
 
 

組
合
は
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
叫
殉
じ
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

済
す
る
に
足
り
な
い
と
き
は
、
そ
の
組
合
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
 
 

、
そ
の
年
度
内
に
脱
退
し
た
組
合
員
に
対
し
て
、
未
払
込
出
資
額
の
全
部
又
は
 
 

し
、
習
、
総
会
に
お
い
て
弁
明
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

組
合
は
、
組
合
員
名
簿
を
そ
の
 
 

な
。
 
 

三
 
出
資
口
数
及
び
金
 
 

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
 
 

二
 
加
入
の
年
月
日
 
 

は
、
い
つ
で
も
、
 
 

一
部
の
払
込
み
を
請
求
す
る
 
 

一
 
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
 
 

（
組
合
員
名
簿
の
作
成
、
 
 

組
合
員
及
び
 
 

長
期
間
に
わ
た
つ
て
組
合
の
事
業
を
利
用
し
な
い
組
合
員
 
 

出
資
の
叫
渕
刺
そ
の
他
組
合
に
対
す
る
義
務
を
怠
っ
た
組
合
員
 
 
 

（
略
）
 
 

（
略
）
 
 

組
合
の
債
権
者
は
 
 

次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
 
 

額
並
び
に
 
 

備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
 
 

組
合
員
名
簿
を
作
成
し
、
 
 

こ
と
が
で
き
る
。
 
 

記
録
し
 
 

主
た
る
事
務
所
に
備
え
 
 

そ
の
払
込
み
の
年
月
日
 
 

組
合
に
対
し
て
、
 
 

組
合
の
財
産
を
も
つ
て
そ
の
債
務
を
完
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

こ
と
が
で
き
る
。
 
 

各
組
合
員
に
つ
い
て
次
 
 

そ
の
業
務
取
扱
時
間
内
 
 

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

こ
の
場
合
に
お
 
 

（
払
戻
請
求
権
）
 
 

第
二
十
一
条
 
脱
退
し
た
組
合
員
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
払
 
 
 

込
済
出
資
額
の
全
部
又
は
一
部
の
叫
粛
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
脱
退
組
合
員
の
払
込
義
務
）
 
 

第
二
十
二
条
 
事
業
年
度
の
終
に
あ
た
り
、
 
 

（
払
戻
の
停
止
）
 
 

第
二
十
四
条
 
脱
退
し
た
組
合
員
が
組
合
に
対
す
る
債
務
を
完
済
す
る
ま
で
は
、
 
 
 

組
合
は
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
叫
粛
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

、
総
会
に
お
い
て
弁
明
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
長
期
間
に
わ
た
つ
て
組
合
の
矧
謝
を
利
用
し
な
い
組
合
員
 
 
 

二
 
掛
資
の
叫
凶
そ
の
他
組
合
に
対
す
る
義
務
を
怠
っ
た
組
合
員
 
 
 

三
 
 
（
略
）
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

完
済
す
る
に
足
り
な
い
と
き
は
、
そ
の
組
合
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
 
 

り
、
そ
の
年
度
内
に
脱
退
し
た
組
合
員
に
対
し
て
、
未
払
込
出
資
額
の
全
部
又
 
 

は
一
部
の
叫
均
到
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

組
合
の
財
産
を
も
つ
て
そ
の
債
務
を
 
 

「   




